
Japanese Association for Tibetan Studies

NII-Electronic Library Service

Japanese 　Assoolatlon 　for 　Tlbetan 　Studles
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一 1728 年〜 1738 年を中心 に一

柳　　静我 （ユ ウ　 チ ョ ン ア）

1　 は じめに

　 1720年，清朝は ジ ュ ン ガ ル に対抗 して ，ダ ライラマ 七 世の ラサ 即位支援を名分 に掲 げて 軍事

行動を行 う。そ の 後 清朝は 1728年 8 月チ ベ ッ トの 内戦に 軍事介入 し，以 後 1911年まで清

朝軍の チ ベ ッ ト駐留は続 く。 従来の研 究で は，こ の 清朝軍の チ ベ ッ ト駐留問題を，主 と してチ

ベ ッ トに対する支配強化 とい う側面か ら論 じて きた （石 1994；馮 2GO5；周 2009 ；Petech　1950）。

一方，近年の 日本で は，清朝皇帝 をチベ ッ ト仏教の 大施主 と して捉 える視 点か ら，清 ・チ ベ ッ

ト関係 を把握する研究が行われて い る （石濱 2001）。 しか しなが ら，清朝軍の 駐留 を如何 に位

置付 けるか につ い て は，こ の視点か らも詳 しい 検討が行 われて い ない 。

　筆者は以 前，清朝が チ ベ ッ トに軍事介入 した 1720年 か ら 1727年 まで の 事例を検討 し，清朝

の 軍事介入 は，ジ ュ ン ガ ル の 脅威 か らダライラマ を守 り，チ ベ ッ ト衆生 の 安寧を図る とい う名

分 を掲げて チ ベ ッ ト政府の援助要請を取 り付け （チ ベ ッ ト国内の 政治的混乱 を利用 し て ，援助

要請を操作する場合 も含め る），ダ ライ ラマ 七世 へ の ジ ュ ン ガル の 接近 を阻止する ため に行われ

た もの であ るこ と，さらには 長期的な軍事駐留にな らない よ うに慎重 に対応 して い た ことを明

らか に した （柳 2004；柳 2008）。 それで は 1728年以後続 く清朝軍の 駐留は ，本来の 清朝側の 方

針の 転換 と見なすべ きで あろ うか 。

　本稿で は，1728年 （雍正 8 年）か ら 1738年 （乾隆 3 年）まで を対象 と して ，清朝軍の チ ベ ッ

ト駐留を巡 る清朝側，チ ベ ッ ト側双方の 対応 と認識 を分析する 。 主な史料 と して漢文 ・満文の

奏摺を利用する 。

2　 1728年の清朝軍の駐留延長決定

　雍正帝は ， 1728年にチ ベ ッ トの 内戦に軍事介入 し，ダ ライ ラマ 七世 を内地 に近い 地域 に移住

させ，ジ ュ ン ガ ル へ の軍事侵攻の準備 を本格化させ た 。 こ の 時，雍正帝は，チ ベ ッ トに駐留す

る清朝軍の扱い につ い て，チ ベ ッ ト政策立案に関与して い た川陝総督の 岳鍾瑛に，次の よ うに

諮 っ て い る 。

　　朕 は ， 閏七月に清朝軍が バ ー
リ
ー

ク ン （巴里坤）に進撃する時に は，ダ ライ ラ マ は既に リ

　　タ ン li　thang （里塘）に到着 して い るだろ うか ら，駐藏の 兵士 を撤退 させ るべ き と考えて い

　　る 。 今，清朝が 両路か ら進撃 して イ リ （伊犁）を取る と ［ジ ュ ン ガ ル の首長で ある］ガ ル
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　　ダ ン ツ ェ リ ン が 聞け ば，彼は決 して 勢力を二 分 し ラ サ を乱 す こ とは しな い だろ う。卿の 考

　　えは如何で あろ うか 。 引き続きラ サ （蔵）で取 り締ま る方が よい の か，或 い は迅速に撤退

　　させ る方が よ い の か，卿 と相談して 決め た い
。 カ ル ダ ン ッ ェ リ ン が追 い 詰め られ て チ ベ ッ

　　 トに逃げ込 む の を防 ぐた め，或 い は ［反ボ ラ ネー派で 処刑 され た］ガポーパ nga 　pho　pa （阿

　　爾布巴）の 残存勢力が完全 に鎮圧 され て い ない た め に，軍隊が必要 で ある ならば 必ず し

　　 も撤退 させ る こ とは ない
。 卿が撤退 を支持 するな ら，い つ ラサか ら出発 し，どの 道か ら帰

　　るべ きか を詳細 に議論 し奏聞せ よ 。 安易に朕の 考 えが正 しい とせず，詳細 に斟酌するが よ

　　い （『宮中襠雍i正朝奏摺」雍正 7 年 4 月 18 日岳鍾稘奏）。

　 もと もと雍正 帝は，ダラ イ ラマ 七 世移住後，清朝軍を撤退 させ る と い う基本方針 を持 っ て い

た 。 しか し，ジ ュ ン ガ ル 首長 らの チ ベ ッ ト亡命 阻止や，チベ ッ トの 治安維持 の ため に 軍隊が必

要 とも考 えて い た 。 ジ ュ ン ガ ル の 首長で ある ガ ル ダン ツ ェ リ ン の チ ベ ッ ト亡命 は，ゲル ク派 を

頼 りに助命する とい う形で 行われ るであろ うし，そ うな っ た場合，清朝は再びの 身柄の引 き渡

しをチ ベ ッ ト政府 と交渉 しなくて は い けない 。 雍正帝 はそれ を未然 に阻止 しよ うとしたので あ

る 。

　 こ れ に 対 して 岳鍾瑛は ，以下 の よ うに駐留 の 延長を提案 し た 。

　　 臣が思 い ますに，清朝軍が既 にバ ーリー
ク ン （巴里坤） に進撃 し，ダライラ マ も既に リタ

　　 ン に 到着 した な らば チ ベ ッ トは安定する こ とに な り，他の 心配は全 くご ざい ませ ん 。 ガ

　　 ル ダ ン ツ ェ リ ン はずる 賢 い と は い え，今清朝軍が両路 か ら進撃 し，イリを取 ろ うと して い

　　 る と聞けば、自分の こ と で 手
一

杯で ，妄 りにチ ベ ッ トを窺 うこ とがで きない で しょ う。 し

　　か し，臣が聖諭 を仰 ぎ見て 思 い ますに，ガ ル ダ ン ッ ェ リ ン が力尽 き，密か にチベ ッ トに投

　　 降 しようとする ，或 い は ガポーパ の 残党の 討伐が まだ終 わ らない と い うよ うなこ とは，誠

　　 にあ りうる 事で あ ります 。 なおチベ ッ ト付近の ケ リヤ （克里叶）等 は，皆 ガ ル ダ ン ツ ェ リ

　　 ン 所属 の 回子で あ ります 。 臣が思 うに，将来ガ ル ダ ン ツ ェ リ ン を我が 戦争で 破 っ た な ら，

　　西北
一

帯は皆彼 と敵対 して い る の で ，彼は決 して 西北に逃げ込む こ とは な い で し ょ う。 も

　　 しケ リヤ （克里 叶）
一

路か らラサ に逃げ込んだ場合，現在チ ベ ッ トに駐留 して い る清朝軍

　　が 迎 え撃 ち，また勝利 を得た清朝軍が後か ら追撃すれ ば，ガ ル ダ ン ツ ェ リ ン らは前後で 敵

　　に囲 まれ る こ ととな り，彼 らを逮捕する の は難し くな い と思 い ます 。 ラサ に進軍 した軍 と

　　ジ ュ ン ガ ル 討伐の 軍 とが はるか離れ て呼応 しあうこ とが 非常に重要で すの で ，軍は撤退 さ

　　せ な い 方が い い で し ょ う （『宮中襠雍正朝奏摺』雍正 7年 4 月 18 日岳鍾瑛奏）。

　 こ こ で 岳鍾瑛 は t ジ ュ ン ガ ル 軍の 亡命を確実に防 ぐには，清朝軍撤退 とい う本来の 方針を改

め ，駐留期間を延ばす こ とが有効で ある と主張 した の で ある 。 そ して岳鍾瑛は，清朝軍 とチ ベ ッ

ト首長で ある ポ ラ ネー
　pho　lha　nas （頗羅鯖 ）の 率 い るチ ベ ッ ト軍 とが共 同 して，ナ クチ ュ nag 　chu

（那克禅）
一
帯の ジ ュ ン ガ ル と通 じる要路の 監視を強化する こ とを提案 した 。 こ の 岳鍾稘の 意見

を聞 き，雍正 帝は駐留の延長を決断した の である （『宮中襠雍正朝奏摺』雍正 7 年 4 月 18 日岳

鍾瑛奏）。

　 1728年の 延長決定後，1729年か ら 1733年に ジ ュ ン ガ ル と の 講和交渉が 始まる まで の 約 4 年

間，清朝軍 2000 名 は ラサ に駐留 した 。
こ の 間，駐蔵大臣は清朝軍を率い て 3 月か 4 月 に ラ サ を

出発 し，チベ ッ ト人の 司令官が 率い るチ ベ ッ ト軍 と共に ジ ュ ン ガ ル 防衛 の 最前線に 行き，設置
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されたカ ル ン （k 倫，境界の 見張 り場）の 情況 を観察 し，雪が 降る 8 月になる とラサ に帰還 し

て い る （『軍機処満文録副奏摺』934−3雍正 9年 9 月 19 日僧格奏 ；938−11雍正 10年 9 月 18 日

青保奏）。

　一
方，2000 名の清朝軍の駐留 に対 し， チ ベ ッ ト側は どの よ うに認識 して い た の で あろ うか 。

そ の 手掛か りとして ， 駐蔵大 臣セ ンゲ （僧格，蒙古旗人，副都統）の 満洲語の 上奏を検討 した 。

こ の 上 奏には，以下 の様にある 。

　　ダラ イラ マ は貝勒ポラネー
に あて て ， 聖文殊菩薩大主の 大臣・官兵 らに与える

一
千頭の 羊，

　　三千の 炒面を送る ように との書信を出しま した 。 そこ で 貝勒ポラネーは私 （ポ ラ ネーの 使

　　者）を派遣 して，こ れ らの物を運ん で こ させたの で す （『軍機処満文録副奏摺』 935−1雍i正

　　9 年 9 月 19 日僧格奏）。

　こ の 報告の 中で，ラサ駐留清朝軍と清朝官員は満洲語 で 「dergi　manjusiri 　amba 　ejen 　i　amban

hafan　coohai （聖文殊菩薩大主の大臣 ・官員 ・兵士）」と記され て い る 。
つ ま りダライラ マ 七世

は，文殊菩me・ i青朝皇帝で あ り，清朝軍 ＝ゲ ル ク派の振興 とチ ベ ッ ト衆生 の安寧の ための 軍事

的援助 とみな し，その 貢献をね ぎらうた めの物資援助を申し出て い たの で ある 。

　こ の よ うな ダライ ラ マ 七 世の 提案に対 し，駐蔵大臣セ ン ゲは， 「私 に送 っ て きた羊 ・炒面 は，

当然受け取 るべ きで もの であ る。 た だ私は，ダライ ラ マ の倉庫 （Sang，ダ ライ ラマ の個人倉庫 ）

が ラサに ない の を知 っ て お り，受け取 る こ とが で きな い 」（『軍機処満文録副奏摺』935−1雍正

9年 9月 19日僧格奏）と答 え，援助 を拒 否 した 。 その 直後 今度は パ ンチ ェ ン ラマ か ら清朝軍

駐留 をね ぎらう物資援助の 申し出が届 く。 セ ン ゲ はチ ベ ッ ト側 の 誠意を何回 も拒 む の は よ くな

い と判断 し，つ い に物資を受け取 っ た の で ある。

　 しか しこれ に対して雍正帝は，受け取 っ た物資の 返還 を命 じた 。 その 理由は ， 以下の ように

『実録』か ら確認で きる。

　　朕が兵士 を派遣 して ラサ に駐留 させ る の は ， 特別 に衆チ ベ ッ ト人 （唐古特）の ため に 地方を

　　防備 し，該地 を安定させ るため で あ っ て ， どうしてわず かで も苦痛 を与 え られ ようか 。 今

　　送 っ て来た物資は，きっ と彼 らの所属する衆人に割 り当てた もの で あろ うし， それに よっ

　　て人 々 に些か な りと も苦 しみ を与えて しま っ たの で は ない か 。 また我が兵 の食糧 は決 して

　　不足 してお らず，援助 を受ける必要 はない 。 今回 ，受け取 っ た物資に相当する銀両を還す

　　の は，決 して汝らを他人扱い する の で はない （『世宗実録』雍正 9年 11月庚 申条）。

　 こ こ で 雍正帝は，清朝軍の 駐留がチベ ッ ト情勢の 新た な不安材料 に なる こ とを防 こ うと した

の で ある 。 しか し同時に ， 傍線部分に ある よ うに，雍正帝 も駐蔵大 臣セ ン ゲ と同 じく，チ ベ ッ

ト側の 物資援助 を拒 むこ とで ，彼等 との 距離が生 じな い よ うに細心の 注意 もは らっ た の で ある。

　 1728年以後，清朝軍 はジ ュ ン ガ ル 首長の 亡 命を阻止す るため ，本来の 撤退方針 を改め，駐留

延長を決定 した 。 その 任務 は，チ ベ ッ ト軍 と共同で ジ ュ ン ガ ル 防衛の 最前線に設置 され た カ ロ

ン を巡察する とい うもの で
， チ ベ ッ ト側 はこ の よ うな清朝軍の 活動 を 「ゲ ル ク派の 振興及 びチ

ベ ッ トの 衆生の ため」 を思 う文殊菩薩 ＝ 清朝皇帝の 援助 とみな した 。 そ して 駐蔵大臣は，清朝

軍の 指揮官 と して 清朝 とチ ベ ッ トとの 交渉役 に なっ て い た の で あ る 。
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3　清朝軍 の再編

　 1733年，清朝は i729年か ら始 まっ た ジ ュ ン ガ ル と の 戦争で 決定的な勝利を収め る こ とが で

きず，軍事費が増大 して い く中で ，講和 交渉 を始め た 。 そ れ と同時 に，ラサ に駐留する清朝軍

の 再編問題が 浮 E した 。 駐 蔵大臣チ ン プー （青保，蒙古旗人，副都統）に届けられ た雍正帝 の

諭旨の 中で ，雍 正帝は清朝軍再編 の 理由に つ い て 以 下の よ うに述 べ て い る 。

　　ラ サ の 地 は全 く無事で あ り， 尚且 つ ジ ュ ン ガ ル の 賊は 去年ラ サ の 地 で 我 らの 軍に撃退 され，

　　
一

万あま りの 賊が殺 されたこ とで ，魂 も消える ほ ど畏れて敗走 した の である 。
こ の 間，賊

　　は疲弊 して 敢 えて チ ベ ッ トの 地 を窺 うこ と はな くな り，また力 を分散して 遠方 に派兵す る

　　可能性 も全 くな くな っ た 。 今チ ベ ッ トの 兵は聖 主 の 恩 を蒙 り，各自奮起 して 勢い を増 し，

　　前よ りも強 くな っ た 。 なお か つ 貝勒ポ ラネーもまた尽力して い る 。 駐留する我 ら の 官兵数

　　が多い と，米や銭糧な ど必要な
一
切の 物資を運 送する時，チ ベ ッ トの 人 々 が苦労 しか ねな

　　い 。 ラサ に は た だ 500 人 の 兵を残すだ けで ，チ ベ ッ トの 人 々 を教練 して 精鋭の 兵 とし，隘

　　口 ・要路に何処か ら何人 の 兵 を出 して 防守する の か，ど の よ うに カ ル ン を 設置す る の か と

　　い っ た こ とを，チ ン プ
ー （青保）ら ［駐蔵大 臣］はポ ラ ネーと共 に詳細に協議す る よ うに

　　（『軍機処満文録副奏摺』941−5 雍正 11年 7 月 19 日青保奏）。

　 つ ま り雍正帝 は
，

ジ ュ ン ガ ル 首長 らの 亡 命の 可 能性が な くな っ たた め，2000 名の 清朝軍 を駐

留させ る必 要が な く，現地の 人 々 に も負担 をか けて しまうと い う理 由か ら，軍 の 削減を行うと

したの で ある。あわせ て ，今後の チ ベ ッ ト防衛体制は チ ベ ッ ト軍を中心 と し
， 駐留する 500 人

の 清朝軍が それ を補強する よ う命 じて い る （傍線部分）。 こ の 防衛体制の 再編案をチ ベ ッ ト側 に

受け入 れ させ る た め
， 駐蔵大臣は 貝勒ポ ラネーと

， 駐留施設や そ の 建設費用 ，駅站増設問題，

清朝軍の 役割 とい っ た 問題 に つ い て 交渉 を重ねた 、 以下 ，こ れ らの 問題 に つ い て ，個別に確認

した い 。

　 まず，清朝軍の 駐留施設 に つ い て 取 り上 げる 。 こ の 問題 に 関す る 雍正 帝の 考 えは 以下の よ う

で あ っ た。

　　こ の ラ サ に駐留する五 百の 兵を，チ ベ ッ トの 人 々 か ら少し離れ た地 に駐留させ れ ば，兵 と

　　民 い ずれに とっ て も平穏 となる。チ ン プー
（青保） らが 送 っ て きた報告に よる と，ラ サ に

　　は，デ パ sde 　pa ［摂政］が 以前使用 して い た施設の あるタ ブシ grwa　 bzhi（扎什）とい う

　　土地が ある。こ こ に官兵が 駐留する場合，城堡 を建て ，新た に 部屋 を増築し，官兵を収容

　　する必 要が あるが ，こ の 件は ポ ラ ネ
ー

と相談し て処理 す る よ うに （『軍機処満文録副奏摺』

　　941−5 雍正 11年 7 月 19 日青保奏）。

　傍線部分か ら，雍正 帝は，清朝軍 とチ ベ ッ ト人の 不必要 な接触を避ける よ う，注意を払 っ て い

たこ とが わか る。こ の ような雍正帝の 意見 を踏 まえて，駐蔵大臣は ポ ラ ネーとの 交渉を行 い ，

そ の 結果，建設地 と して ラ サ とセ ラ寺院 の 間に位置する タブ シ とい う町 を選 ん だ。

　施設の 建設費用に つ い て は，ポ ラ ネー
は清朝軍の 駐留 はチ ベ ッ ト衆生の 安寧の ために行 うの

で あ り，必要な金額はチ ベ ッ ト側が 負担す る と主張 した 。 それに対 し駐蔵大臣は，清朝軍の 駐

留はチ ベ ッ トの 民を慈 しむ皇帝の 恩恵で ある として，ポラ ネー
の 提案 を拒否 して い る 。 結局，
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建設費用 につ い て は，清朝側が負担す るこ とで 決着が着い た 。

　 なお，建築 に必要な材 木などに つ い て は，反ポラネー派 の 首謀者で あ っ たガポーパ の 出身地

域 の首長 らが，提供 を申し出て い る 。 彼等 は，ガポーパ 所有の 建物を分解 して，建設に必要な

木材に した い と述べ ，駐蔵大 臣もそ の 提案を受け入れ た 。 ガポ
ーパ は 1727年の 内戦の首謀者で

あり，ゲ ル ク派の 支援者 として不適切で ある と い う理 由で処刑 され た人物である 。 ガポ
ーパ の

出身地域の首長 らに よる清朝軍駐留施設へ の物資提供は，当時の チ ベ ッ トの 政治状況を考える

上で も興味深 い 事例で ある 。 更 に，タブ シには元 の摂政の 建物 もあ っ た と言われ る 。

　駅站増設問題で も，ポラ ネーは駐蔵大臣の意見 に反対 して い る 。 駐蔵大臣は，駅站 の増設に

対す るチ ベ ッ ト側の支持 を取 り付ける よ う清朝中央政府か ら命令されてお り，ポラ ネー
の 説得

を試み た 。 しか しポ ラネー
は，現存の 駅站で も軍需物資と文書運送に支障は なく，増設にはチ

ベ ッ ト人の 負担増加が伴 うとして，強 く反対 して い る 。 駐蔵大臣はポ ラ ネ ーの 主張に
一

定の 理

解を示 し，清朝中央政府に対して ，駅站増設案を放棄する よ う提案し，清朝中央政府もそれ を

承認 して い る。

　最後に清朝軍の 役割に つ い てで あるが，以前 と同様に，チ ベ ッ ト軍 と共同で 夏に ジ ュ ン ガ ル

防衛の最前線地域 に設置され て い る カル ン の 巡視をする こ と，そ して清朝軍の 司令官が チ ベ ッ

ト軍の 訓練と閲兵に も参加するこ とが 決め られ て い る 。 こ の 点に つ い て，駐蔵大臣とポ ラ ネー

の 間に意見の 相違は なか っ た （『軍機処満文録副奏摺』941−5 雍正 11年 7 月 19 日青保奏）。

　以 上 を通 してみ る と，駐蔵大臣の 立場は，清朝中央政府の 決定を
一

方的に ポ ラネーに伝える

と い うよ りは，現地 の 交渉担当者 と して 調整 を行 うもの で あっ た と理解で きる 。

4　乾隆帝の 撤退論

　清朝は， 1733年 （雍正 11年）か らジ ュ ン ガ ル との 講和交渉を始め たが，西北地 域の 安全保

障体制 の再編 を本格的に議論し始めたの は，1736年 （乾隆元年）か らで あっ た 。

　乾隆帝は即位直後 ジ ュ ン ガ ル との 講和が進捗 して い くなか で，西北地域の 軍事的緊張 を緩

和す るため，モ ン ゴ ル 地域 を始め として各地に駐在 させ て い た辮事大 臣の撤退を命 じた 。

　　以前の 軍事作 戦以来，大臣
・
官員らが モ ン ゴ ル 辺疆に派遣 され，事務 を辧理 して い た 。 今

　　清朝軍 は既 に撤退 し，わずかな兵士が駐屯 して い るだけで ある 。 各種 の防衛事項 も減っ て

　　い る 。 各処 に辧理駐扎 させて い た大 臣 ・官員をみな，撤退させ る べ きで ある。総理事務王

　　大 臣等は議 して上奏せ よ （『高宗実録』乾隆元年 4 月丙戌条）。

　雍正年間末期 には，チベ ッ トに駐留 して い る清朝軍の 削減 とい う方針が取られて い た 。 しか

し乾隆帝は方針 を転換 させ て，全面的な撤退を指示 して い るの である 。 その 背景には，ジュ ン

ガ ル と の 講和交渉が順調 に進み ，平和体制が確立 で きる で あろ うとい う楽観的な判断 と，軍 事

費増大 とが あ っ た 。

　乾隆帝の 命令を受けた 内閣首脳部は，チベ ッ ト駐在の 官員 と軍隊の 撤退 に つ い て 以下の よう

な意見 を述 べ た 。

　　臣 らが調 べ ました と こ ろ ，  チ ベ ッ トに大臣 ・官員 らが駐扎 した こ とは あ りませ ん 。 以前

カ ン チ ュ ン ネーとポラネー
【ガポーパ の誤 り】が交戦 して い たた め，兵士 を率い る大 臣を
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派遣 し t 暫 く駐留させ ま した 。   今 ダラ イラ マ が ラサ に戻 り，兵士 もまた撤退する ため ，

　　大 臣を交代する 必要はあ りませ ん （『高宗実録』乾隆元年 4 月丙戌条）。

　こ こ で 注 目す べ きは，チ ベ ッ トに大 臣と官員を駐在させ た こ とが な い とい う内閣の指摘で あ

る （傍線  ）。そ もそ も 1727年に駐蔵大臣を派遣 した時か ら，清朝は そ の 制度化 を目指 した わ

けで は なか っ た 。 後 に駐蔵大臣の存在が ，清朝中央政府に と っ て 邪魔で ある と判断した場合に

は，撤退さ え議論して い る （柳 2008 ，pp．61−62）。 更 に傍線  か らは，ダ ラ イ ラ マ 七 世の ラ サ帰

還にあわせ て ，清朝軍 を撤退 させ るつ も りで あ り，清朝軍の い ない ラサで 大 臣を駐在させ る必

要が な い と の 認識 も窺える 。

　乾隆帝 は清朝軍の 撤退に対す る チ ベ ッ ト側の 反応 を確かめ る た め，特使 と して 工 部侍郎 ハ ン

キ レ （杭奕禄，蒙古旗人）を派遣 し た 。 ポ ラ ネーは や は り清朝軍撤退に 反対 して お り，ハ ン キ

レ は それを乾隆帝に伝 える 。 そ して 乾隆帝 は
， 以下の よ うに 撤退 中止 を決め た 。

　　前 に 皇考 匚雍正 帝］は 特別 に チ ベ ッ ト （唐古式 ）の 人衆 を憐 れ に 思 い ，内地 の 兵が長 く駐

　　藏する と，彼 らを苦 しめ る こ とに なるだろ うか ら，軍 を撤退 させ よ うと思 っ た の で ある 。

　　チ ベ ッ トに と っ て 軍 の 駐留が もし有益で ある な ら
， 数百兵士 が使 う兵粮など

，
どれ ほ ど の

　　もの で あろ うか 。暫 く駐防 と台站 の 兵士 ら の 撤退を中止 させ ，従 来通 り輪班で 駐扎 させ る

　　こ と と し，
一 ・二 年を待っ て か ら再び決め る 。 副都統 ナ ス タ イ （納蘇泰）は 当地で の 駐在

　　が 長 い の で ，回京 させ る よ うに 。
ハ ン キ レ （杭 奕禄） をラサに駐在 させ ，総兵官周起鳳 と

　　共に駐扎 し辧事さ せ る よ うに （『高宗実録』乾 隆 2 年閏 9 月丙辰条）。

　こ こ で 注 目すべ き点は ，撤退 中止はあ くまで
一

時的なもの にす ぎなか っ た （傍線部分），と い

う点で ある 。

　駐蔵大 臣を通 して 撤退中止を知 らされた ポ ラネーは．駐蔵大臣に モ ン ゴ ル 語で 記 した御礼の

書信 を託 し ， 駐蔵大 臣は そ れ を満洲語 に 訳 して 報告 し た 。 こ の ポ ラ ネ
ー

の 書信の 内容は以 下 の

通 りで ある 。

　　多羅貝勒ポ ラ ネーが ， 妙香を焚き， 東 匚清朝コに 向っ て 仰望 して ，謹ん で跪 い て 叩頭 して

　　上 奏 い た します 。 私がチ ベ ッ トに駐留す る大臣 と官兵の 撤退の件で 議奏 した 際，東の 文殊

　　師利の 大皇帝 は
， 遠 い 場所で なお銭糧 を濫費す る こ と に な る に もかか わ らず，ただわが チ

ベ ッ トの衆生 を慈 しみ思い ，と りわけ格別な御恩で 侍郎の ハ ン キ レ ・総兵官周起鳳に対 し，

500 名の 兵 らが チ ベ ッ トに 利益 な ら，撤退 を
一 ・二 年延ば した後，再び協議す る よ うに，

　　との 驚喜すべ き旨をお下 しに な りま した。こ の 旨が 到着 した 時，小人で あるポラネーは喜

　　び，心か ら感謝 しました。さ らには，すぐ外の 人 々 （tulergi　i　urse ）が もしこ の 事 を聞い た

　　な らば，皇帝の 威光と名声もよ り大 き くな るで し ょ う （『軍機処満文録副奏摺』948 −7 乾隆

　　2 年 9 月初 1 日ハ ン キ レ （杭奕禄）奏）。

　傍線部分で ポ ラ ネーは、清朝軍の撤退中止決定に対し，文殊菩薩で ある清朝皇帝が財政的負

担 に も関わ らず，
一

時的 に駐留の 延長 とい う英断を下 した と述 べ て い る。さ らに続けて ，清朝

軍 の ラサ駐留は ，清朝皇帝の 名声 を高め る こ とに な る とす る。こ こ で い う名声 とは，ゲ ル ク派

の 振興に 努め る大施主 と して の 清朝皇帝像を意味しよ う。

　引 き続 き，こ の よ うな清朝軍の 駐留延長 に対し，チ ベ ッ ト側 は，

　　ダ ラ イ ラ マ ら と相談 して ，細心 に力 を尽 くして t 旧駐留兵 と新駐留兵 に行糧 をわずか で も
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　　援助 したい と思 う。 その 当否を大臣が決めて い ただきたい （『軍機処満文録副奏摺』949−6

　　乾隆 3 年 8 月 10 日 ハ ン キ レ （杭奕禄）奏）。

　と述べ ，食糧の援助を駐蔵大臣に 申し出た。そ れ に対 し駐蔵大臣は，次の様に返答 した 。

　　皇帝が汝 らチ ベ ッ トの 地に官兵 を駐留させ る の は，と りわ け汝らを慈 しみ，守ろ うとする

　　格別の 恩が あるか らであ る 。 また，こ こ で駐留する官兵に支給され る銭糧は，他の 地方の

　　官兵 よ りも多い
。 旧駐留兵 と新駐留兵は，皇帝の 御恩 の た め，皆裕福で ある 。 皇帝はダ ラ

　　イラ マ の 倉庫の 必需品が不足 して い る こ とを見通 し，格別 な恩か ら毎年，五 千両の 銀を賞

　　した の で ある 。 なの に，今 ダライラ マ と貝勒 （ポ ラネー）が旧駐留兵 と新駐留兵 に行糧を

　　援助す るな ら，汝 らを慈 しむ皇帝の 特別な考 えと全 く合 わ ない で あろ う （『軍機処満文録副

　　奏摺』949−6乾隆 3年 8 月 10日　 ハ ンキ レ （杭奕禄）奏）。

　こ こ で 駐蔵大 臣は，ダライラマ 七世の 経済状況 を理由にチ ベ ッ ト側の 援助 を拒 ん で い る 。 清

朝軍の駐留 と ， ダライラ マ 七世の財 政問題 とが関連 しない よう，警戒 して い る の で ある 。

　1737年以後 ， ダラ イラ マ 七世 はラサに帰還 し，
ジ ュ ン ガ ル 首長亡命の 危機 もな くな っ て い

た 。 そこ で清朝は軍を引 き上げようとしたが ， チ ベ ッ ト側 の 同意が得 られず ，

一時的に撤退の

時期を延ば したので ある 。

5　親清派ポラネー の 政治的立場

　清朝とポ ラネーとの 関係 に つ い て従来の 研 究で は ， 清朝が 親清派で あるポ ラネーを支持 して

い た もの と理解 して きた 。 確かに清朝 は，チベ ッ ト国内で ジ ュ ン ガ ル に最 も敵対的で あ っ た ポ

ラネーを高 く評価 して い る 。 しか し， ポラネーがゲル ク派における ダライ ラマ 七世の 権威 を否

認する発言を した際に は ， 清朝はそ れ に応 じて い ない （柳 2008， p．77）。 さらに雍正帝は ， 「朕

が チ ベ ッ トの情況を見るに，ポラ ネーもや は り適切で はな い 。 しか し，ガ ポーパ ，ル ン バ ネー

匚反 ポ ラ ネー
派］は なお悪い 」 （『雍正 朝漢文殊批奏摺彙編』雍正 6 年 3 月初 4 日岳鍾瑛奏）と

述べ て い る 。 つ まり清朝に とっ てポ ラネー支持は，選択肢 の 限られ る中で の や むを得な い 人選

だ っ たの で ある 。

　もし清朝か ら爵位を授 け られ ， チ ベ ッ ト政務 を管轄 して い るポラ ネーとダライラ マ 七世 と の

対立が決定的な もの に なっ た場合，清朝の 権威 とダライラ マ の 権威 とが衝突する事態に発展す

る 。 清朝はそれを避けるため に，両者 に働 きかけをして い た 。

一例 を挙げる と，ダライラ マ 七

世の 移住後 ， ラサに い るポラ ネーは毎年ダライ ラマ 七世の 滞在 費用 を送 る こ ととな っ て い た 。

と こ ろ が，ポラ ネーはチ ベ ッ ト国内の 財政的困窮 を理 由に，その 費用支払 い を遅延 させ た 。 そ

れに驚 い た四川 当局は清朝中央政府に報告す る
一方 ， 駐蔵大 臣を通 してポ ラネーを説得 した 。

駐蔵大臣に よる ポ ラネー説得が失敗に 終わ る と，四川当局は急 ぎダライラ マ 七世 に経済的支援

を行 っ て い る （『雍正朝漢文殊批奏摺彙編』雍正 9年 11 月 12 日憲徳奏）。 こ の よ うに，清朝は

両者の仲介者と して の役割を持 っ て い た 。 清朝軍が撤退 し，駐蔵大臣がい な くなれば，ダライ

ラ マ 七世 とポ ラ ネーの不仲が 再び表面化する可能性があ り，駐蔵大臣 と清朝軍の 駐留延長はチ

ベ ッ ト情勢を安定化させ る上 で
一

定の役割が期待され て い た で あろ う。
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6　お わ りに

　 1728 年以後 清朝 は，チ ベ ッ ト駐留軍 の 撤退 とい う原則 を確認 しなが らも，「ゲ ル ク派振興

及 びチ ベ ッ ト衆生 の 安寧」 と い う名分 を掲 げ，ジ ュ ン ガ ル の 亡命を阻止す るため の
一

時的な駐

留延長を行 っ た。その 際，清朝軍 の 駐留がダライラ マ 七世 の 財政問題 と関連 しない ように，細

心 の 注意 をは ら っ て い る 。

　 1738 年 に，清朝 は軍 を撤退 させ よ うと したが，チ ベ ッ ト側 の 同意が得 られず，再 び
一

時的な

延長 を決めて い る 。 そ こ に は，清朝側 はジ ュ ン ガ ル との 平和体制の構築 に よ っ て ，チ ベ ッ トへ

の 軍 事的関与 に消極的 にな り，撤退を望ん で い た 。 それに対 して チベ ッ ト側が，駐留延長 を求

め て い た の で ある。

　先行研究に お い て 石濱裕美子氏 は， 17世紀，清 ・チ ベ ッ ト ・モ ン ゴ ル は，「仏教政治」を実

現する とい う大義名分 を共有 しなが ら，政治 ・軍事関係 を行っ て い た こ とを明 らか に した （石

濱 2001 ）。 本稿の 分析か ら， 18 世紀に お い て も清 ・チ ベ ッ ト関係は同 じ名分 を共有 しなが ら，

政治 ・軍事関係 を構築 して い た こ とが確 認で きた。こ の よ うな名分 を共有する清
・
チ ベ ッ トの

利害が交差する 中で，清朝軍 の チ ベ ッ ト駐留 は臨時的な駐留 の 延長 と い う形で 持続 され て い っ

たの で ある。

　以 上が本稿の 内容で ある。こ の 清朝軍の チ ベ ッ ト駐留 とい う問題 を考える上で は，政治交 渉

だ けで な く，チ ベ ッ トの 軍事制度改革 とい う視点か ら の 考察も必要となる。本稿で も，簡単に

清朝 ・チ ベ ッ ト共同で の 軍事行動に つ い て 言及したが ，十分に議論 を深 め る こ とがで きなか っ

た 。 今後 の 課題 と した い 。
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